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時差出勤の推進について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施期間  令和６年（２０２４年）９月２日（月）～３０日（月） 

        ※閉庁日を除く 

 

２ 実施対象  一般職員（再任用職員含む）及び会計年度任用職員 

        ※保育士、教員、消防士、運転士、医師・看護師、派遣職員等を除く 

 

３ 実施内容  朝ピーク時（７：３０～８：３０）を避けた時間帯の通勤 

 

４ 実施目標  県市合わせて１日４千人 

 
５  実施内訳（１日平均実施者数） ※本市職員分のみ 

 
7:30までに

職場に到着 

8:30以降に

自宅を出発 
テレワーク 育児時間 休暇 

出張・ 

週休日等 
計 

８月 815人 902人 152人 84人 853人 267人 3,073人 

９月 715人 830人 41人 89人 572人 288人 2,535人 

 

本市では、朝の通勤・通学時間帯に集中する交通量を分散することで、交通渋滞の

緩和や公共交通機関の車内混雑の緩和、さらには快適な移動を確保することを目的に

本市では８月から、県市共同では９月から「時差出勤」の取組を推進しており、１０

月からは本格導入することといたしました。 

９月に行いました県市共同実施の速報値が取りまとまりましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

【お問い合わせ先】 

都市建設局交通政策部交通企画課 

電  話：０９６－３２８－２５１０ 

課  長：大川 望 （おおかわ のぞむ） 

技術主幹：桑畑 勇太（くわはた ゆうた） 
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